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は
じ
め
に

　

劉
遵
礼
墓
誌
と
劉
中
礼
墓
誌
の
書
者
は
と
も
に
崔
筠
で
、
し
か
も
誌
石
中
に

当
該
墓
誌
の
鐫
刻
者
と
し
て
明
記
さ
れ
る
刻
者
（
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
記
名
刻
者

と
呼
ぶ
）
も
同
じ
卲
建
初
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
誌
石
に
「
鐫
玉
冊
官
卲

建
初
刻
」
と
刻
入
さ
れ
る
劉
遵
礼
墓
誌
の
鐫
刻
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
つ
い
で

そ
の
刻
調
を
前
稿（
１
）で
鐫
刻
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
劉
中
礼
墓
誌
の
刻
調
と
対
照

す
る
こ
と
で
、
晩
唐
の
名
工
卲
建
初
の
両
誌
の
鐫
刻
に
お
け
る
関
わ
り
方
を
考

え
る
糸
口
と
し
た
い
。

　

墓
主
の
劉
中
礼
と
劉
遵
礼
は
、
劉
公
深
の
第
二
子
と
第
五
子
で
、
と
も
に
宦

官
で
あ
る
。
劉
中
礼
お
よ
び
そ
の
墓
誌
に
つ
い
て
は
前
稿
を
参
照
願
い
た
い
。

劉
遵
礼
は
、
字
は
魯
卿
、
咸
通
九
年
（
八
六
八
）
六
月
十
四
日
、
私
第
に
病
没

し
、
同
年
十
一
月
八
日
に
葬
ら
れ
た
。
享
年
五
十
三
で
あ
る
。
劉
遵
礼
墓
誌
は
、

黄
本
驥
（
一
七
八
一
～
一
八
五
六
）『
隋
唐
石
刻
拾
遺
』
に
よ
れ
ば
清
の
乾
隆
間

に
出
土
し
、
現
在
は
西
安
碑
林
博
物
館
に
蔵
さ
れ
る
。
誌
蓋
に
は
「
唐
故
彭
／

城
劉
公
／
墓
誌
銘
」
を
篆
書
で
三
行
、
行
三
字
に
題
す
る
。
誌
文
は
四
〇
行
、

満
行
四
〇
字
。
縦
九
〇
×
横
九
二（
２
）㎝

。
首
題
は
二
行
で
「
唐
故
内
荘
宅
使
銀
青

光
禄
大
夫
行
内
侍
省
内
侍
員
外
置
同
正
員
上
柱
国
彭
城
県
開
国
子
食
邑
五
百
戸

賜
紫
／
金
魚
袋
贈
左
監
門
衛
大
将
軍
劉
公
墓
誌
銘
并
序
」、
そ
の
次
行
に
撰
者

劉
瞻
と
そ
の
銜
名
を
「
翰
林
承
旨
学
士
将
仕
郎
守
尚
書
戸
部
侍
郎
知
制
誥
賜
紫

金
魚
袋
劉
瞻
撰
」
と
入
れ
る
。
劉
瞻
は
『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
に
と
も
に
本

伝
が
あ
る
宰
相
で
、
趙
紹
祖
（
一
七
五
二
～
一
八
三
三
）
は
そ
の
『
金
石
文
鈔
』

巻
八
及
び
『
古
墨
斎
金
石
跋
』
巻
六
に
、
宰
相
の
名
望
を
も
っ
て
し
て
宦
官
の

た
め
に
墓
誌
を
書
き
、
銘
に
「
九
原
与
に
帰
せ
ん
」
と
ま
で
い
う
の
は
「
亦
た

晩
唐
「
劉
遵
礼
墓
誌
」「
劉
中
礼
墓
誌
」
に
お
け
る
卲
建
初
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過
ぎ
ず
や
」
と
批
判
す
る
。

　

書
者
の
崔
筠
は
、
誌
石
末
尾
に
「
中
散
大
夫
前
左
金
吾
衛
長
史
兼
監
察
御
史

崔
筠
書
并
篆
蓋
」
と
記
す
が
、
五
年
後
の
劉
中
礼
墓
誌
の
銜
名
に
は
「
銀
青
光

禄
大
夫
倹
挍
国
子
祭
酒
前
青
州
司
馬
兼
侍
御
史
上
柱
国
崔
筠
書
」
と
記
し
て
い

る
。
た
だ
、
崔
筠
は
史
籍
に
名
が
見
え
な（
３
）い

。

一　

劉
遵
礼
墓
誌
中
に
混
在
す
る
刻
調
と
分
布

　

結
論
か
ら
い
え
ば
、
劉
遵
礼
墓
誌
の
鐫
刻
を
担
っ
た
者
は
記
名
刻
者
の
卲
建

初
一
人
で
は
な
く
、
後
述
す
る
と
お
り
複
数
の
刻
者
が
分
担
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
分
担
刻
者
た
ち
が
刻
出
す
る
書
風
す
な
わ
ち
刻
調
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、

そ
の
間
に
は
ま
た
類
似
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
れ
ら
諸
刻
調
の
境
界
（
す
な

わ
ち
分
担
者
間
の
境
界
）
は
、
劉
中
礼
墓
誌
同
様
に
明
瞭
で
あ
る
と
こ
ろ
も
あ

れ
ば
、
容
易
に
見
極
め
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
正
確
な
分
担

刻
者
数
を
提
示
で
き
な
い
。
な
お
、
奏
刀
技
術
が
未
熟
な
も
の
も
一
部
に
混
在

す
る
。

　

こ
の
刻
調
混
在
の
状
態
を
示
す
た
め
に
、
ま
ず
諸
刻
調
の
う
ち
主
要
な
も
の

を
図
１
に
提
示
す
る
。
図
１
は
、
各
刻
調
の
特
色
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
箇
所

を
複
数
の
行
か
ら
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
図
１
の
各
刻
調
の
下
段
に
列
挙
し

た
数
字
は
当
該
文
字
が
見
え
る
行
数
で
あ
る
。

　

図
１
に
列
挙
し
た
と
お
り
、
混
在
す
る
諸
刻
調
の
う
ち
比
較
的
特
徴
が
顕
著

な
も
の
に
ア
～
キ
の
七
種
が
あ
る
。
こ
の
七
種
以
外
に
も
刻
調
が
異
な
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
数
種
が
あ
る
が
、
こ
の
七
種
の
い
ず
れ
か
に
類
似
す
る
も
の
で
、

別
の
刻
者
の
奏
刀
で
あ
る
か
否
か
が
判
然
で
な
い
。
ま
た
、
図
１
の
ク
に
は
、

該
誌
中
の
刻
調
の
な
か
で
は
比
較
的
未
熟
な
刻
、
あ
る
い
は
一
字
中
に
未
熟
が

混
在
す
る
も
の
（
す
な
わ
ち
、
技
能
が
未
熟
な
も
の
を
含
め
、
一
字
を
複
数
人
で
刻

し
た
複
合
刻
。）
を
掲
げ
た
。
以
下
に
ア
～
キ
の
七
種
の
刻
調
に
つ
い
て
若
干
の

説
明
を
加
え
た
い
。

〈
ア
〉
劉
遵
礼
墓
誌
中
、
も
っ
と
も
奏
刀
が
巧
妙
で
安
定
感
が
高
く
、
刻
出
す

る
筆
画
は
勁
抜
で
あ
る
。

〈
イ
〉
奏
刀
技
能
に
安
定
感
が
あ
る
の
は
ア
に
等
し
い
が
、
ア
に
比
べ
て
刻
出

す
る
線
条
は
痩
せ
て
い
る
。

〈
ウ
〉
や
や
晋
唐
小
楷
を
彷
彿
さ
せ
る
筆
鋒
の
抑
揚
が
あ
り
、
ア
イ
の
よ
う
に

欧
法
を
基
調
と
し
な
い
。

〈
エ
〉
七
種
の
う
ち
も
っ
と
も
腴
肉
が
あ
り
骨
力
に
乏
し
く
、
結
構
も
緩
み
が

ち
で
、
奏
刀
技
能
は
高
く
な
い
。

〈
オ
〉
勁
抜
の
線
条
を
刻
出
し
て
A
に
近
似
す
る
が
、
安
定
感
に
お
い
て
は
A

に
譲
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

〈
カ
〉
オ
同
等
の
勁
抜
さ
が
あ
る
が
、
奏
刀
が
や
や
粗
野
で
刀
意
が
勝
ち
筆
勢

を
損
な
う
き
ら
い
が
あ
る
。

〈
キ
〉
カ
同
様
に
ア
オ
に
類
す
る
勁
抜
さ
が
あ
る
が
、
奏
刀
が
や
や
粗
野
で
、
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ウ　◎ イ　● ア　 ○

17・19・20・22・28・32 1・4・5・6・11・34・36 １・２・４・5・７・１０

【図１－1】劉遵礼墓誌に混在する主な刻調
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と
き
に
鋒
芒
が
目
に
障
る
き
ら
い
が
あ
る
。

〈
ク
〉
該
誌
中
の
刻
調
の
な
か
で
は
比
較
的
未
熟
な
様
々
な
刻
を
掲
げ
た
。

「
年
方
名
用
雅
聞
開
以
」
の
各
字
は
お
そ
ら
く
他
者
と
の
複
合
刻
で
、「
年
」

の
縦
画
と
上
か
ら
二
本
目
の
横
画
、「
方
」
の
横
画
以
外
、「
名
」
の
口
部
第

一
画
、「
用
」
の
右
縦
画
、「
雅
」
の
隹
の
両
縦
画
と
最
下
の
横
画
、「
聞
」

の
「
耳
」
部
、「
開
」
の
末
画
、「
府
」
の
付
部
の
縦
画
、「
以
」
の
第
一
画

の
小
縦
画
が
劣
者
の
刻
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
文
兆
既
」
の
三
字
は
最
も
劣
り
、

次
い
で
「
兢
謹
」「
金
吾
」「
御
史
」「
惙
」
等
が
劣
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
す

れ
ば
、
未
熟
の
程
度
が
異
な
る
数
名
が
関
与
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

　

い
ま
、
図
１
に
掲
げ
た
各
字
の
誌
中
に
お
け
る
位
置
を
掲
示
す
れ
ば
、
図
２

の
と
お
り
で
あ
る
。

　

該
誌
に
お
け
る
各
刻
調
の
分
布
は
厳
密
に
明
示
し
が
た
い
。
刻
調
間
の
境
界

（
す
な
わ
ち
分
担
範
囲
の
境
界
）
が
明
白
な
と
こ
ろ
も
あ
る
一
方
で
、
境
界
が
不

明
確
な
箇
所
も
多
く
、
い
ま
は
慎
重
を
期
し
、
図
１
に
掲
示
し
た
各
字
に
限
っ

て
図
２
に
掲
示
す
る
こ
と
に
し
た
。
図
２
に
示
す
各
種
符
号
の
通
り
、〈
ア
○
〉

は
右
上
隅
を
占
め
、〈
イ
●
〉
の
多
く
は
右
下
隅
を
占
め
る
が
、
末
尾
寄
り
の

ク　✕ キ　◆

10 ・18・21・26・
29・35・40

11・12・13・14・15

【図１－2】劉遵礼墓誌に混在する主な刻調
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中
央
と
下
辺
付
近
に
も
認
め
ら
れ
る
。〈
ウ
◎
〉
は
中
央
部
か
ら
後
半
に
か
け

て
の
下
半
に
、〈
エ
□
〉
は
中
央
上
辺
か
ら
下
部
、
ま
た
や
や
後
半
中
央
部
に

か
け
て
分
布
す
る
。〈
オ
◇
〉
は
左
上
隅
に
多
い
が
、
下
半
に
も
分
散
す
る
。

〈
カ
■
〉
は
後
半
の
上
辺
付
近
の
狭
い
範
囲
に
認
め
ら
れ
、〈
キ
◆
〉
は
前
半
部

の
上
半
の
狭
い
範
囲
に
認
め
ら
れ
る
。
な
お
〈
ク
×
〉
は
比
較
的
後
半
に
多
い

が
、
そ
の
分
布
は
疎
ら
で
あ
る
。

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 命 積 與 県 以 郎 六 兄 朝 便 八 無 光 旧 年 伏 庭 逸 軍 権 峻 廻 使 選 恩 於 六 郎 庭 仕 五 訓 儀 伯 称 公 金 唐 1
2 不 徳 帰 崇 似 内 姻 而 庭 蕃 月 及 禄 政 授 波 令 是 使 八 厳 改 壃 辺 寵 紫 年 常 局 重 子 伝 同 有 其 諱 魚 故 2
3 副 之 瞻 義 以 侍 共 故 顕 五 湯 大 内 之 雲 繋 共 年 以 大 場 防 之 綬 賜 在 宮 位 頴 令 三 後 徳 遵 袋 内 3
4 才 孫 叨 郷 続 省 仰 公 得 栄 日 剤 夫 侍 式 螭 履 綏 改 綰 盈 設 経 栄 其 服 教 要 悟 嗣 司 累 礼 贈 荘 4
5 職 滻 家 奚 婦 不 朱 洋 徒 嗚 省 鑑 洼 践 武 内 要 庫 備 制 既 年 禁 博 権 権 慶 楊 楊 曾 字 左 宅 5
6 期 大 川 肥 官 道 享 紫 溢 詔 施 呼 主 内 精 産 之 旅 荘 重 使 古 才 属 六 朱 闈 士 争 齠 集 州 祖 魯 監 使 6
7 中 而 勲 内 西 国 局 克 遐 盈 功 贈 莫 得 洽 侍 事 驥 美 旁 宅 七 旋 今 略 上 月 加 日 充 用 齓 大 英 諱 卿 門 銀 7
8 散 爽 之 廷 原 華 丞 順 齢 門 業 左 逢 君 新 地 重 子 重 協 使 年 授 重 所 材 授 供 奉 宣 為 温 徳 都 賢 英 帝 翰 衛 青 8
9 大 遂 嗣 特 礼 今 又 母 豈 輝 掌 監 西 逢 恩 控 匪 龍 沓 師 出 改 宮 難 先 因 宣 奉 徽 寮 克 門 徒 烈 皇 堯 林 大 光 9
10 夫 承 也 則 其 儀神之孤衆望也是以　　開府惋惜軫極悲懐　夫人咸陽県君田氏四徳咸臻光 鈞 門 域 時 七 西 易 孫 為 臣 護 内 闈 俾 公 降 義 官 宸 庫 寀 於 即 督 祖 任 垂 承 将 禄 10
11 前 崇 允 佳 喪 次 聿 之 満 軸 衛 之 材 年 陲 其 当 優 儻 戎 弓 局 無 論 郎 転 扆 家 資 童 今 沛 諱 游 裔 軍 大 11
12 左 崇 文 宗 城 過 曰 聿 孤 目 則 大 霊 長 復 任 人 星 十 非 機 箭 令 奔 咸 優 改 徴 皆 地 鴻 蒙 国 弘 撃 実 旨 劉 夫 12
13 金 徳 允 顧 永 乎 重 修 衆 弥 将 香 数 拝 当 三 馳 三 其 実 庫 夫 突 推 命 充 仕 貴 密 漸 孝 公 規 将 分 学 公 行 13
14 吾 問 武 刊 閟 哀 益 有 望 公 縫 軍 遽 促 内 戎 年 電 年 材 為 使 良 之 大 宣 郎 游 務 之 敬 開 佐 皇 軍 受 士 墓 内 14
15 衛 刻 惙 曰 子 也 之 窃 歎 性 荘 事 遂 逸 赴 亦 重 又 弓 虞 中 徽 内 之 殷 勢 自 府 佑 任 守 姓 将 誌 侍 15
16 長 侁 有 期 焉 重 四 是 仲 大 惟 東 命 宅 思 授 之 罕 寄 以 勁 用 二 北 僕 子 選 俟 禀 儀 左 左 之 仕 銘 省 16
17 史 侁 材 於 昭 在 則 人 以 季 政 流 之 使 得 内 場 闕 済 受 上 矢 致 帝 年 院 局 弟 清 麟 於 同 累 神 武 初 郎 并 内 17
18 兼 令 有 不 代 疚 並 長 時 綰 之 際 妙 飛列中皂内閑之籍宝鞭玉勒足蹀首驤繋於伯楽之知懸在明 用 歴 田 武 煙 命 授 使 令 為 材 角 生 三 朝 策 衛 隆 守 序 侍 18
19 監 子 位 朽 長 宅 已 曰 少 戎 開 逝 賢 顧 略 龍中皂内閑之籍宝鞭玉勒足蹀首驤繋於伯楽之知懸在年 雅 試 甲 衛 塵 惟 朝 十 充 顕 称 之 知 司 出 軍 翊 漢 尚 員 19
20 察 叙 違 兆 賜 重 開 比 務 府 水 哲 遇 冀 使皂内閑之籍宝鞭玉勒足蹀首驤繋於伯楽之知懸在授 聞 之 第 戎 之 允 散 一 監 仕 挙 成 忠 内 入 護 府 勃 書 外 20
21 御 垂 既 述 生 既 緑 易 府 倫 則 以 以 莫 益 絶 休内閑之籍宝鞭玉勒足蹀首驤繋於伯楽之知懸在営 懿 選 職 装 息 五 大 月 毉 之 止 雍 恪 侍 貴 軍 中 興 戸 置 21
22 史 裕 遇 固 也 卜 皆 給 惋 並 訓 仁 其 窮 隆 辺 声閑之籍宝鞭玉勒足蹀首驤繋於伯楽之知懸在幕 績 膺 夥 器 凡 年 夫 賜 官 梯 有 容 允 監 仕 中 郎 更 部 同 22
23 崔 後 明 以 有 日 以 事 惜 以 斉 誼 年 咸 兢 虞 益 之 使 更 貞 吏 号 所 改 彭 紫 院 媒 裕 令 符 致 文 尉 将 表 侍 正 23
24 筠 昆 時 無 涯 月 孝 郎 軫 出 全 承 六 通 謹 五 暢 籍 其 莅 律 繁 魚 更 充 城 金 使 清 階 図 於 仕 経 特 韜 昌 郎 員 24
25 書 私 前 有 愛 内 極 人 師 月 九 愈 年 宝 年 雄 之 文 作 宣 県 魚 親 切 資 遜 夙 徐 武 進 鈐 宗 知 上 25
26 并 流 将 銘 距 時 由 待 悲 之 勤 家 十 年 至 改 鞭 再 藩 求 禁 名 大 徽 開 袋 承 無 漸 譲 習 国 略 行 奥 之 柱 26
27 篆 千 膺 曰 百 十 已 省 懐 材 以 用 四 孟 将 邠 玉 領 十 爰 省 掩 叶 南 国 階 倫 登 美 爰 公 茂 左 術 盛 制 国 27
28 蓋 萬 齢 一 明 内 各 奉 忠 日 夏 申 寧 睿 勒 弓 二 以 之 繁 機 院 子 秩顧問莫厚於宣徽栄耀服章無加親 会 秩 当 名 績 武 倜 霊 誥 彭 28
29 祀 寵 纔 月 敏 府 夫 奉 公 貞 薨 遘 大 監 渥 足 箭 年 周 中 弱 宜 使 食 表 問 近 昌 開 妙 行 嘉 衛 儻 源 賜 城 29
30 寄 及 八 居 局 人 趨 寛 事 於 疾 用 軍 弥 蹀 庫 改 通 号 帑 与 尋 邑 仕 莫 少 元 成 歯 深 庸 上 奇 弥 紫 県 30
31 鐫 半 日 心 丞咸陽県君田氏四徳咸臻庭 而 来 先 外 敷 首 使 鄆 遂 為 蔵 疇 兼 五 進 厚 比 年 五 即 也 誓 将 材 遠 金 開 31
32 玉 枢 死 銜 在 次 陽 之 済 主 庭 優 展 進 驤 咸 州 兪 難 之 労 充 百 之 於 特 授 年 履 公 著 軍 運 瑞 魚 国 32
33 冊 機 如 哀 公 曰 県 訓 衆 徳 里 旨 命 殊 於 繋 通 監 推 理 貯 換 京 戸 績 宣 加 登 方 宦 即 山 知 阨 慶 袋 子 33
34 官 之 可 奉 処 重 君 優 書 斉 私 許 崇 勲 崇 於 元 軍 択 苟 職 西 密 爵 徽 命 仕 賜 途 河 内 当 斯 劉 食 34
35 邵 任 作 私 胤 田 秩 于 嵩 第 帰 階 内 班 伯 年 使 九 非 進 進 京 侍 邑 栄 服 郎 緑 以 勲 侍 年 長 瞻 邑 35
36 建 後 喪 克 宣 氏 佳 史 華 享 就 八 缺 示 楽 十 出 年 利 御 秩 北 右 列 耀 仍 四 授 宝 銘 省 位 史 撰 五 36
37 初 咫 游 窆 守 徽 四 職 冊 量 年 毉 年 要 以 之 二 入 改 刃 是 其 制 遷 服 領 年 将 暦 金 事 不 不 百 37
38 刻 尺 九 于 家 徳 後 播 広 五 薬 授 務 懋知懸在月 之 兗 寧 須 年 置 樞 章 太 授 仕 二 開 石 贈 及 絶 戸 38
39 而 原 萬 訓 登 咸 弟 在 滄 十 鍼 銀 人 賞 懸 転 宜 海 惣 多 使 堡 軸 無 医 承 郎 年 府 開 量 書 賜 39
40 至 当 年 範 仕 臻 間 冥 三 砭 青 思 四 在 掖 労 監 劇 資 戌 備 加 務 掖 入 第 府 僖 代 紫 40
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二　

劉
遵
礼
墓
誌
中
の
刻
調
と
劉
中
礼
墓
誌
中
の
刻
調

　

上
述
し
た
と
お
り
、
劉
中
礼
・
劉
遵
礼
両
誌
の
書
者
は
崔
筠
で
、
し
か
も
誌

石
中
に
明
記
さ
れ
る
刻
者
も
同
じ
卲
建
初
で
あ
る
。
鐫
刻
の
実
態
が
ほ
と
ん
ど

解
明
さ
れ
て
い
な
い
現
状
に
あ
っ
て
、
誌
中
に
明
記
さ
れ
る
筆
者
・
刻
者
が
と

も
に
同
一
人
で
、
し
か
も
刻
者
が
名
家
で
あ
る
こ
の
両
誌
は
、
鐫
刻
の
実
態
を

考
察
す
る
上
で
、
好
条
件
が
そ
ろ
っ
た
稀
な
資
料
と
い
え
る
。
た
だ
惜
し
ま
れ

る
の
は
、
両
誌
は
同
時
の
刻
で
は
な
く
、
咸
通
九
年
（
八
六
八
）
十
一
月
の
劉

遵
礼
墓
誌
か
ら
咸
通
十
四
年
十
月
の
劉
中
礼
墓
誌
ま
で
の
間
に
、
五
年
の
ブ
ラ

ン
ク
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

劉
中
礼
墓
誌
中
に
も
諸
刻
調
が
混
在
す
る
。
そ
の
詳
細
は
旧
稿
を
参
照
願
っ

て
、
い
ま
そ
の
概
要
に
留
め
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
混
在
す
る
刻
調
は

一
字
だ
け
を
刻
し
た
も
の
を
含
め
る
と
五
十
四
種
に
の
ぼ
る
が
、
一
定
の
範
囲

に
わ
た
る
主
な
刻
調
は
十
九
種
で
、
そ
の
刻
調
は
お
お
む
ね
、
柳
公
権
書
法

（
柳
法
）
の
要
素
が
あ
る
Ⅰ
類
、
欧
陽
詢
書
法
（
欧
法
）
の
要
素
が
あ
る
Ⅱ
類
、

欧
法
と
虞
世
南
書
法
（
虞
法
）
と
の
混
成
要
素
が
あ
る
Ⅲ
類
、
他
者
と
異
な
る

風
貌
を
有
す
る
Ⅳ
類
の
四
種
に
区
分
で
き
る
。
た
だ
し
、
最
も
多
数
を
占
め
る

の
は
Ⅰ
類
で
、
十
九
種
中
の
十
二
種
が
属
す
る
。
康
有
為
『
広
芸
舟
双
揖
』
卑

唐
に
「
崔
筠
の
劉
遵
礼
志
は
方
勁
に
し
て
亦
た
柳
派
を
開
く
者
。」
と
評
す
る

の
は
こ
の
多
数
派
の
刻
調
が
目
に
つ
く
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
Ⅱ
類
は
四
種
、
Ⅲ
類
は
三
種
、
Ⅳ
類
は
一
種
で
あ
る
。
ま
た
、
奏

刀
技
術
か
ら
見
れ
ば
、
比
較
的
練
達
で
あ
る
上
位
十
二
種
中
に
は
Ⅰ
類
七
種
、

Ⅱ
類
三
種
、
Ⅲ
類
一
種
、
Ⅳ
類
一
種
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

両
誌
そ
れ
ぞ
れ
に
混
在
す
る
刻
調
を
大
局
的
に
み
る
と
、
劉
中
礼
墓
誌
で
は

多
数
を
占
め
る
柳
法
的
要
素
が
、
五
年
先
行
す
る
劉
遵
礼
墓
誌
に
は
小
範
囲
を

分
担
す
る
オ
カ
に
も
っ
と
も
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
に
は
柳
法
の
要
素
が
希

薄
で
あ
る
。
一
方
、
劉
中
礼
墓
誌
で
は
少
数
派
で
あ
っ
た
欧
法
的
要
素
を
有
す

る
刻
調
は
、
劉
遵
礼
墓
誌
で
は
イ
に
も
っ
と
も
顕
著
で
あ
る
ほ
か
ア
に
も
多
分

に
認
め
ら
れ
、
質
量
的
に
柳
法
に
偏
っ
た
劉
中
礼
墓
誌
の
状
況
と
は
や
や
異
な

る
。
こ
の
相
違
は
書
者
崔
筠
に
お
け
る
五
年
間
の
経
年
変
化
の
反
映
で
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
分
担
刻
者
の
入
れ
替
わ
り
、
あ
る
い
は
同
一
刻
者
に
お
け

る
経
年
変
化
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
劉
遵
礼
墓
誌
と
劉
中
礼
墓
誌
に
そ
れ
ぞ
れ
混
在
す
る
刻
調
を
対
比
す

る
と
、
類
似
す
る
も
の
が
三
組
あ
る
。
そ
の
様
子
は
図
３
の
Ｘ
１
～
Ｚ
１
の
と

お
り
で
あ
る
。
Ｘ
１
～
Ｚ
１
は
、
旧
稿
で
図
4
（
混
在
す
る
諸
刻
調
）
に
掲
げ
た

劉
中
礼
墓
誌
中
の
Ｃ
・
Ｉ
・
Ｊ
各
図
中
の
全
十
二
字
と
、
本
稿
に
掲
げ
た
図
１

（
劉
遵
礼
墓
誌
中
の
諸
刻
調
）
の
ア
・
イ
・
ウ
三
者
中
の
一
行
目
の
各
十
二
字
を

機
械
的
に
対
照
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
Ｘ
１
～
Ｚ
１
の
各
組
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
刻
調
が
顕
著
な
箇
所
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
各
組
と
も
に
類
似

す
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｘ
１
の
Ｃ
と
ア
は
、
と
も
に
筆
の
抑
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揚
を
抑
制
し
た
沈
着
で
遒
勁
の
筆
画
を
表
現
し
、
基
盤
に
欧
法
の
要
素
を
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
Ｙ
１
の
Ｊ
と
イ
は
、
Ｘ
１
組
同
様
に
基
盤
に
欧
法
を
う

か
が
わ
せ
る
が
、
Ｘ
１
組
に
比
べ
て
刻
出
す
る
筆
画
が
痩
せ
て
勁
抜
で
は
あ
る

が
豊
か
さ
に
不
足
す
る
き
ら
い
が
あ
る
。
Ｚ
１
の
Ｉ
と
ウ
は
、
Ｘ
１
・
Ｙ
１
の
二

劉遵礼
ウ　◎

劉中礼
I

劉遵礼
イ　●

劉中礼
J

劉遵礼
ア　 ○

劉中礼
C

Ｘ１Ｙ１Ｚ１

【図３】劉中礼墓誌・劉遵礼墓誌中の類似刻法
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【図４】劉中礼墓誌・劉遵礼墓誌中の類似刻法
同字あるいは共有部位による比較
（算用数字は当該字所見の行数）
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組
と
は
異
な
っ
て
、
晋
唐
小
楷
を
彷
彿
さ
せ
、
欧
法
と
は
無
縁
で
あ
る
よ
う
に

観
察
で
き
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
図
３
の
三
組
に
つ
い
て
、
同
字
（
同
字
が
な
い
場
合
は
共
有

す
る
部
位
を
有
す
る
文
字
）
で
の
比
較
を
行
っ
た
の
が
、
図
４
の
Ｘ
２
～
Ｚ
２
の

各
図
で
あ
る
。
ま
た
同
字
の
選
出
の
際
に
は
、
旧
稿
の
図
4
（
混
在
す
る
諸
刻

調
）
Ｃ
・
Ｉ
・
Ｊ
各
図
と
、
本
稿
に
掲
げ
た
図
１
（
劉
遵
礼
墓
誌
中
の
諸
刻
調
）

の
ア
・
イ
・
ウ
各
図
に
掲
げ
た
文
字
（
左
あ
る
い
は
右
の
行
数
欄
に
＊
を
附
し
た
）

を
優
先
し
て
再
掲
示
し
、
不
足
を
図
１
に
不
掲
載
の
同
文
字
で
補
っ
た
。
再
掲

示
の
文
字
に
は
脇
に
添
え
た
当
該
字
が
見
え
る
行
数
に
＊
を
附
し
て
お
い
た
。

組
に
よ
っ
て
は
同
字
の
数
に
余
剰
の
あ
る
も
の
も
あ
る
が
、
多
く
は
同
字
の
数

に
限
り
が
あ
る
た
め
、
同
字
数
が
最
少
で
あ
る
組
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

十
字
に
限
る
こ
と
に
し
た
。

　

図
４
の
Ｘ
２
～
Ｚ
２
各
組
の
刻
調
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
繰
り
返
さ

な
い
が
、
同
字
で
比
較
し
た
各
図
を
大
局
的
に
見
る
と
、
図
３
Ｘ
１
～
Ｚ
１
で

述
べ
た
内
容
と
大
差
は
な
い
。
し
か
し
、
仔
細
に
観
察
す
る
と
、
Ｘ
２
の
両
刻

調
で
は
、
練
達
の
点
で
劉
中
礼
墓
誌
Ｃ
の
方
が
劉
遵
礼
墓
誌
ア
よ
り
も
優
っ
て

い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
Ｃ
・
ア
と
も
に
文
字
に
よ
っ
て
は
向
勢
の
結

構
を
と
る
な
ど
、
部
分
的
に
欧
法
が
薄
れ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
顔
法
出
現

後
の
欧
法
系
統
に
お
け
る
晩
唐
書
の
実
相
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

Ｙ
２
の
両
刻
調
に
は
練
達
度
に
顕
著
な
差
は
な
い
が
、
劉
中
礼
墓
誌
Ｊ
で
は
抑

制
さ
れ
て
い
た
筆
鋒
の
抑
揚
が
劉
遵
礼
墓
誌
イ
に
は
認
め
ら
れ
、
そ
の
分
、
欧

法
の
修
得
度
に
お
い
て
は
劉
中
礼
墓
誌
Ｃ
に
遜
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
Ｚ
２

の
両
刻
調
で
は
、
ウ
の
「
問
」
や
Ｉ
の
「
元
」
の
よ
う
に
や
や
異
質
に
映
る
も

の
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
は
稿
者
の
刻
法
分
布
ラ
イ
ン
の
弁
別
上
の
精
度
に
関
わ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
誤
差
を
差
し
引
い
て
も
Ｚ
２
組
は
前
二
者
と
基
盤

が
異
な
る
こ
と
に
変
わ
り
が
な
く
、
加
え
て
い
え
ば
、
虞
法
あ
る
い
は
晋
唐
小

楷
的
要
素
の
濃
度
に
お
い
て
は
、
劉
中
礼
墓
誌
Ｉ
が
劉
遵
礼
墓
誌
ウ
に
勝
っ
て

い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
刻
法
が
類
似
す
る
三
組
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
技
法
の
精
度

に
お
い
て
、
劉
中
礼
墓
誌
が
劉
遵
礼
墓
誌
に
勝
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
劉
中
礼
墓

誌
が
劉
遵
礼
墓
誌
の
五
年
後
の
刻
で
あ
る
こ
と
の
単
純
な
経
年
変
化
で
あ
る
の

か
、
あ
る
い
は
同
類
の
刻
法
を
祖
述
す
る
刻
者
間
で
の
人
員
入
れ
替
え
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
の
か
、
分
か
ら
な
い
。

三　

卲
建
初
の
関
わ
り
に
つ
い
て

　

劉
中
礼
墓
誌
に
「
玉
冊
官
邵
建
初
刻
」、
劉
遵
礼
墓
誌
に
「
鐫
玉
冊
官
邵
建

初
刻
」
と
刻
す
る
邵
建
初
は
そ
れ
ぞ
れ
の
墓
誌
の
鐫
刻
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ

た
の
か
。
鐫
刻
の
一
部
を
分
担
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
箇
所
は
ど
こ
で
、
そ
の

刻
調
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
か
り
に
邵
建
初
が
鐫
刻
を
分
担
し

な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
邵
建
初
は
何
の
役
を
担
っ
た
の
か
。
記
名
刻
者
に
関
す
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る
こ
れ
ら
の
課
題
は
、
石
刻
全
般
に
拡
大
し
て
も
何
ら
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

書
者
が
同
手
で
、
し
か
も
記
名
刻
者
が
名
工
で
あ
る
こ
の
両
誌
は
、
石
刻
に
お

け
る
こ
れ
ら
未
解
明
の
課
題
を
解
決
す
る
糸
口
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は

こ
の
糸
口
を
探
っ
て
み
た
い
。

　

１
、
記
名
刻
者
の
数
文
字
は
当
該
刻
者
の
所
刻
か

　

ま
ず
記
名
刻
者
の
数
文
字
─
す
な
わ
ち
劉
中
礼
墓
誌
末
尾
の
「
玉
冊
官
邵
建

初
刻
」
七
字
と
劉
遵
礼
墓
誌
末
尾
の
「
鐫
玉
冊
官
邵
建
初
刻
」
八
字
─
が
邵
建

初
の
所
刻
で
あ
る
か
ど
う
か
の
検
討
を
し
て
お
き
た
い
。
図
５
は
邵
建
和
・
邵

建
初
の
兄
弟
二
人
が
記
名
刻
者
で
あ
る
五
石
刻
の
当
該
箇
所
を
時
代
順
に
列
挙

し
た
も
の
で
あ
る
（
倍
率
を
変
更
し
て
文
字
の
大
き
さ
を
揃
え
た
）。
そ
の
d
及

び
e
に
対
照
す
る
と
お
り
、
両
誌
に
お
け
る
記
名
刻
者
の
七
字
と
八
字
の
刻
調

は
同
じ
で
は
な
い
。
d
劉
遵
礼
墓
誌
の
八
字
に
は
、
比
較
的
一
貫
性
が
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
「
冊
」
の
二
本
の
長
横
画
の
上
の
一
本
は
縦
画
を
挟
ん
で
い
っ
た
ん

切
断
し
た
後
の
接
続
が
拙
く
、「
鐫
」
の
下
半
の
両
縦
画
、「
邵
」
の
末
画
の
縦

画
、「
官
」
の
第
四
画
の
縦
画
、「
刻
」
末
画
の
縦
画
は
い
ず
れ
も
末
端
に
な
る

に
し
た
が
っ
て
痩
せ
細
っ
て
生
硬
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
未
熟
さ
は
図
１
の
ア
～

ウ
に
は
な
い
。
e
劉
中
礼
墓
誌
の
場
合
は
、「
冊
官
」
二
字
の
奏
刀
が
こ
と
に

拙
く
、「
玉
」
も
最
下
の
横
画
だ
け
が
（
筆
画
の
誤
認
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
）

拙
い
。
こ
の
よ
う
な
状
態
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
一
字
の
部
分
を
未
熟
が
刻
す
る

こ
と
も
含
め
て
、
各
誌
と
も
一
人
の
鐫
刻
と
み
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
各
誌
末
尾
の
記
名
刻
者
の
数
文
字
は
、
邵
建
初
の
奏
刀
技
量
に
関
わ
ら

ず
、
そ
の
所
刻
と
は
見
な
し
が
た
い
。

　

な
お
図
５
の
a
～
c
は
、
い
ず
れ
も
柳
公
権
の
書
に
係
る
三
石
刻
で
あ
る
。

ａ
の
六
字
は
旧
稿
「
柳
公
権
「
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
」
の
鐫
刻
実
態
」
の
図
１

に
掲
げ
た
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
本
文
の
主
な
刻
調
七
種
と
著
し
く
異
な
る
が
、

こ
の
八
字
が
邵
建
和
の
自
刻
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
に
書

面
に
お
け
る
署
名
に
似
た
意
識
が
記
名
刻
者
本
人
に
働
い
た
と
し
た
場
合
、
同

じ
書
者
で
あ
る
三
種
の
「
邵
建
和
」
の
刻
調
が
相
互
に
著
し
く
乖
離
し
、
ま
た

「
強
演
・
邵
建
和
刻
」
と
並
記
さ
れ
る
刻
者
強
演
の
関
与
を
遮
る
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
記
名
刻
者
の
数
文
字
を
、
当
該
刻
者
自
身
の
所
刻

と
す
る
理
由
は
見
つ
か
ら
な
い
。

　

２
、
記
名
刻
者
邵
建
初
の
所
刻
は
ど
れ
か

　

邵
建
初
が
名
工
の
誉
れ
に
反
し
て
鐫
刻
技
術
が
未
熟
で
あ
る
場
合
、
あ
る
い

は
熟
達
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
奏
刀
し
た
字
数
が
僅
か
数
文
字
程
度
で
あ
る
場

合
は
、
そ
の
刻
調
を
特
定
す
る
こ
と
は
至
難
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
邵

建
初
が
名
工
の
誉
れ
に
背
か
な
い
奏
刀
の
熟
達
者
で
あ
る
と
仮
定
し
て
考
え
た

い
。
奏
刀
の
熟
達
者
で
あ
る
場
合
、
技
能
習
得
途
上
の
未
熟
者
と
は
異
な
っ
て
、

両
誌
間
の
五
年
の
ブ
ラ
ン
ク
に
、
刻
調
が
大
幅
に
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一

般
的
に
は
考
え
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
想
定
に
従
え
ば
、
邵
建
初
は
劉

遵
礼
墓
誌
及
び
劉
中
礼
墓
誌
の
そ
れ
ぞ
れ
一
部
を
刻
し
て
い
た
と
す
る
と
、
邵
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建
初
の
所
刻
は
、
両
誌
に
混
在
す
る
諸
刻
調
の
な
か
で
同
手
の
可
能
性
が
残
る

刻
調
、
換
言
す
れ
ば
両
誌
間
に
認
め
ら
れ
る
類
似
性
が
高
い
図
３
・
４
所
掲
の

三
組
の
刻
調
Ｘ
Ｙ
Ｚ
の
う
ち
の
ど
れ
か
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　

そ
こ
で
ま
ず
こ
の
三
組
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鐫
刻
分
担
箇
所
を
振
り
返

る
と
、
左
の
と
お
り
で
、

Ｘ　
〈
Ｃ
〉
の
主
た
る
分
担
箇
所
は
墓
誌
左
下
隅
。
他
に
中
央
部
上
辺
の
一
部

の
一
部
な
ど
。〈
ア
〉
の
分
担
箇
所
は
も
っ
ぱ
ら

墓
誌
右
上
隅
。

Ｙ　
〈
Ｊ
〉
の
主
た
る
分
担
箇
所
は
中
央
部
下
寄
り

の
一
部
と
左
上
隅
の
一
部
。〈
イ
〉
の
主
た
る
分

担
箇
所
は
右
下
隅
と
末
尾
寄
り
の
中
央
と
下
辺
付

近
の
各
一
部
。

Ｚ　
〈
Ｉ
〉
の
主
た
る
分
担
箇
所
は
前
半
中
央
部
と

後
半
の
一
部
。〈
ウ
〉
の
主
た
る
分
担
箇
所
は
中

央
部
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
下
半
。

い
ず
れ
の
組
も
分
担
箇
所
が
一
致
し
な
い
。
こ
の
こ

と
か
ら
み
れ
ば
、
邵
建
初
所
刻
が
Ｘ
Ｙ
Ｚ
の
う
ち
に

あ
る
と
す
る
か
ぎ
り
、
記
名
刻
者
で
あ
る
邵
建
初
が

奏
刀
す
る
箇
所
に
は
特
に
顕
著
な
偏
向
が
な
い
こ
と

に
な
る
。
た
だ
三
組
中
、
五
年
の
間
に
多
少
な
り
と

も
現
れ
る
で
あ
ろ
う
刻
調
の
変
化
が
少
な
い
の
は
、
Ｘ
と
Ｙ
の
二
組
で
、
分
担

範
囲
が
比
較
的
狭
い
組
み
合
わ
せ
は
Ｙ
で
あ
る
こ
と
に
は
、
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
の
観
察
に
し
た
が
え
ば
、
記
名
刻
者
邵
建
初
が
鐫
刻
を
分
担
し
た
と
す

れ
ば
、
そ
の
所
刻
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
は
Ｘ
と
Ｙ
の
い
ず
れ
か
と
み
る
の

が
穏
当
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
の
組
も
、
刻
調
は
基
本
的
に
欧
法
の
要
素
を
継

e d c b a
劉中礼墓誌
(咸通14年

873)

劉遵礼墓誌
(咸通9年 868)

玄秘塔碑
(会昌元年 841)

廻元観鐘楼銘
（開成元年

836）

金剛般若波羅
蜜経      （長
慶4年 827）

書者：崔筠 書者：柳公権

【図５】記名刻者として見える邵建和・邵建初
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承
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
刻
調
に
は
書
者
で
あ
る
崔
筠
の
書
法

が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
崔
筠
の
書
法
が
刻
調
を
決
め
る
絶

対
要
素
で
な
い
こ
と
は
、
各
誌
に
各
様
の
刻
調
が
混
在
す
る
こ
と
か
ら
も
自
明

で
あ
る
。
た
だ
、
Ｘ
と
Ｙ
が
欧
法
に
傾
い
て
い
る
こ
と
の
一
因
に
は
、
崔
筠
の

書
法
が
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
な
く
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
崔
筠
の
書
風

を
伝
え
る
文
献
の
検
出
と
書
跡
の
出
現
が
望
ま
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
明
か
に
な
っ
た
事
項
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

一　

末
尾
に
「
鐫
玉
冊
官
邵
建
初
刻
」
と
明
記
す
る
も
の
の
、
劉
遵
礼
墓
誌

の
鐫
刻
の
実
態
は
複
数
の
刻
者
が
分
担
し
た
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
邵
建
和
一

人
の
刻
で
は
な
い
。
ま
た
、
劉
遵
礼
墓
誌
の
鐫
刻
を
分
担
し
た
複
数
の
刻
者
の

刻
調
も
一
類
で
は
な
く
、
鐫
刻
技
術
の
水
準
も
一
定
で
な
い
。
そ
も
そ
も
記
名

刻
者
だ
け
が
当
該
石
刻
の
刻
者
で
な
い
こ
と
、
ま
た
鐫
刻
に
関
わ
っ
た
者
の
刻

調
と
水
準
も
一
定
で
な
い
こ
と
、
そ
の
中
に
は
一
二
字
程
度
を
刻
す
る
未
熟
者

も
い
る
こ
と
な
ど
は
、
劉
中
礼
墓
誌
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
し
、
旧
稿
で
明

ら
か
に
し
て
き
た
常
長
寿
・
范
素
の
道
因
法
師
碑
、
邵
建
和
の
廻
元
観
鐘
楼
銘
、

強
演
・
邵
建
和
の
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
り
、
当
時
に
在

っ
て
は
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
る
鐫
刻
の
実
態
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　

二　

劉
遵
礼
墓
誌
と
そ
の
五
年
後
の
劉
中
礼
墓
誌
中
に
混
在
す
る
諸
刻
調
の

中
に
は
、
五
年
の
ブ
ラ
ン
ク
を
挟
ん
で
な
お
類
似
す
る
刻
調
が
三
組
あ
る
。
そ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
奏
刀
技
術
が
優
れ
る
類
に
属
し
て
い
る
。
か
り
に
両
誌
の
記

名
刻
者
で
あ
る
邵
建
初
が
鐫
刻
を
一
定
字
数
分
担
し
て
、
し
か
も
邵
建
初
が
名

工
の
誉
に
背
か
な
い
奏
刀
技
能
を
有
し
て
い
る
と
仮
定
す
る
と
、
そ
の
所
刻
は

こ
の
三
組
、
就
中
、
両
誌
間
の
刻
調
の
落
差
が
比
較
的
少
な
い
Ｘ
あ
る
い
は
Ｙ

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
し
て
、
こ
の
Ｘ
Ｙ
の
二
組
の
刻
調
は
、

柳
法
的
要
素
が
認
め
ら
れ
る
刻
調
が
混
在
す
る
な
か
で
、
柳
法
的
要
素
が
希
薄

な
類
に
属
し
、
そ
れ
は
多
分
に
邵
建
初
の
刻
調
の
基
盤
が
欧
法
系
統
に
あ
っ
た

結
果
と
み
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
解
明
さ
れ
て
い
な
い
記
名
刻
者
の
当
該
石

刻
に
お
け
る
関
わ
り
方
を
考
え
る
う
え
で
、
好
条
件
を
備
え
た
劉
遵
礼
墓
誌
・

劉
中
礼
墓
誌
に
つ
い
て
、
そ
の
糸
口
を
得
よ
う
と
考
察
し
て
き
た
が
、
所
期
の

目
的
を
十
分
に
達
成
す
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
両
誌
同
様
の
好
条
件

を
具
え
る
新
史
料
の
出
土
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
記
名
刻
者
の

邵
建
和
が
鐫
刻
に
関
わ
ら
な
か
っ
た
と
仮
定
し
た
場
合
は
、
邵
建
和
の
役
目
は

何
で
あ
っ
た
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
鐫
刻
を
分
担
し
た

に
せ
よ
し
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
記
名
刻
者

と
鐫
刻
者
チ
ー
ム
の
関
係
で
あ
る
。
記
名
刻
者
は
当
該
石
刻
鐫
刻
の
プ
ロ
デ
ュ

ー
サ
ー
で
あ
る
の
か
、
鐫
刻
一
派
の
長
で
あ
る
の
か
等
々
、
課
題
は
な
お
山
積

す
る
。
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本
稿
で
用
い
た
劉
遵
礼
墓
誌
の
拓
は
、
成
田
山
書
道
美
術
館
所
蔵
の
ま
く
り

で
、
そ
の
撮
影
に
は
同
館
学
芸
員　
田
村
彩
華
さ
ん
の
お
力
を
い
た
だ
い
た
。

記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
二
〇
二
〇
・
一
一
・
三
）

　

注
（
１
） 

邵
建
初
刻
「
劉
中
礼
墓
誌
」
の
鐫
刻
実
態
（『
大
東
書
道
研
究　

第
二
七
号
』
二

〇
二
〇
年
）

（
２
） 

寸
法
は
徐
自
強
主
編
『
北
京
図
書
館
蔵
墓
誌
拓
片
目
録
』（
中
華
書
局
、
一
九

九
〇
）、
北
京
大
学
図
書
館
金
石
組
等
編
『
北
京
大
学
図
書
館
蔵
歴
代
墓
誌
拓

片
目
録
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
三
）
に
よ
る
。

（
３
）  『
新
唐
書
』
巻
七
二
下
宰
相
世
系
表
二
下
の
博
陵
安
平
崔
氏
に
「
筠
、
蘇
州
司

功
参
軍
」
と
あ
る
の
が
当
該
者
か
否
か
不
明
。


